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厚
生
労
働
省 

○
経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 
 

環 
境 

省 

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
示
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年 

 

月 
 

 
日 
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環
境
大
臣 

名 
 

 

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
示
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
示
に
関
す

厚
生
労
働
省

る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

環 

境 

省
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

１ 

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
示
は
、
同
条
第

一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
通
知
を

し
た
日
か
ら
五
年
、
同
項
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
旨
の
通
知
を
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
通
知
を
し
た
日
か

ら
十
年
を
経
過
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
行
う
も
の
と
す

る
。 

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
示
は
、
同
条
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
旨
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
、
遅
滞

な
く
、
行
う
も
の
と
す
る
。 
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２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 

 
 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


